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物品の購入等 

  

七飯町競争入札参加資格審査申請の手引 

 

 この申請手続きは、令和６年度及び７年度に七飯町が発注する物品の購入及び印刷物の製造並びにそ

の他の契約（物品の賃貸借、役務、委託業務等。以下「物品の購入等」という。）に係る競争入札に参

加を希望される方について、あらかじめ資格の有無を審査するものです。 

 資格審査の結果、有資格者になりますと競争入札参加資格者名簿に登録されます。 

なお、資格を有することにより自動的に、又は直ちに発注があるという事ではありませんので、

ご留意願います。 

 

第１ 資格審査申請書に当たっての留意事項 

 

１ 審査基準日 

  資格審査の基準日は、令和６年１月１日です。 

 

２ 種   別 

（１）七飯町では、業種を別表１（１１頁）の「業種別分類表」の分類に区分していますので、申請者

は営業内容等を十分検討して、登記している具体的な目的の範囲内で希望する業種を定めて下さい。

なお、事業の確認については、次の要件が必要となります。 

   ①法人の場合 商業登記簿の目的欄に希望する業種に係る事業の内容が登記されていること。 

   ②個人の場合 営業証明書に希望する業種に係る事業の内容が記載されていること。 

（２）別表１の業種別分類表の「説明」欄に記載している【 】書きで示した許可、認可、登録等が示

されている業種を希望する場合は、別表２（１２頁）の「営業許可等一覧表」に示す許認可等を有

していることが必要です。 

 

３ 資 格 要 件 

  競争入札参加資格申請者は、次に掲げる要件を満たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令（以下「政令」という。）第１６７条の４第１項各号（次に掲げる事項）に該当

しない者であること。 

① 未成年者、成年被後見人、被補佐人及び被補助人（ただし、未成年者、被補佐人及び被補助人

であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。） 

  ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  ③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各

号に掲げる者 

（２）政令第１６７条の４第２項（不正行為等）の規定により競争入札への参加を排除されている者で

ないこと。 

（３）国税（消費税及び地方消費税）及び都道府県税を滞納している者でないこと。 

（４）町税等を滞納している者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条及び七飯町暴

力団排除条例（平成２６年条例第２３号）第２条に規定する暴力団、暴力団員及びその利益となる

活動を行う者でないこと。 

（６）審査基準日（令和６年１月１日）現在において、引き続き２年以上その事業を営んでいること。 

（７）令和５年１月１日から令和５年１２月３１日までの間に売上高を有していること。 

（８）個人にあっては、従業員（代表者を含む）の数が２人以上であること。 

（９）別表１業種別分類表の「中分類」の欄中「50 フォーム印刷」、「51 凸版印刷」、「52 凹版印刷」、「53 

平版印刷」、「54 孔版印刷」を希望する者は、希望する印刷物の製造のために必要な機械器具設備

を所有（リースを含む。）していること。 

〈令和６・７年度〉 

※納期限が到来して 

 いるものに限る 
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地方自治法施行令（抜粋）  
第百六十七条の四   普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に 次の各号のい

ずれかに該当する者を参加させることができない。  

一  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

二  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲

げる者  

２   普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

るときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代

理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。   

一  契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をしたとき。   

二  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不

正の利益を得る ために連合したとき。   

三  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。   

四  地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げ

たとき。   

五  正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

六  契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき

過大な額で行つたとき。   

七  この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又

は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。  

 

４ 申請書の受付期間 

  受付期間 ： 令和６年２月１日から令和６年２月２９日まで（土・日・祝日は除く。） 

  受付時間 ：  

 

５ 申請書の受付窓口 

  七飯町役場 財政課財政係 〔本庁舎２階〕 

開 設 時 間 ： ９：００～１２：００ ／ １３：００～１６：００ 

  住 所 ： 〒０４１－１１９２ 

北海道亀田郡七飯町本町６丁目１番１号 

  電 話 番 号 ： ０１３８－６５－２５１１（内線２２７） 

ＦＡＸ番号 ： ０１３８－６６－２０５４ 

 

なお、提出は原則としてインターネットでの提出をお願いします。 

下記ＵＲＬの「ＬｏＧｏフォーム」を利用し、必要事項の入力及び申請書・添付書類の送信を行っ

てください。 

ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/J7jA/465529 
  ※注 原則「インターネット」による受付としますが、「郵送」での提出も可能です。 

なお、申請書については、記載内容、添付書類等に不備が無いよう十分注意してください。 

 

６ 有 効 期 間 

競争入札参加資格の有効期間は、令和６年４月１日から令和８年３月３１日です。 

 

７ 審査結果の通知 

「競争入札参加資格審査結果通知書」を３月下旬に、申請者（本店に代わり支店等が申請した場合

は、支店等）に通知します。なお、この通知書は、紛失等による再発行はいたしません。 

 

８ 様式１（共通書式）の作成方法 

 （１）英数字については、半角で入力すること。 

 （２）様式上「※」に該当する項目については、記載しないこと。 

 （３）「01 新規・更新」欄には、該当する申請区分に「〇」を記載すること。 

なお、「新規」とは、七飯町に対して過去に一度も申請を行っておらず初めて申請をする場合

又は過去に何度か申請したことがあっても、令和５年度の申請を行っていない場合をいうこと。 



 - 3 - 

 （４）「04 法人番号」欄には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号）第 39 条第１項又は第２項の規定により法人番号の指定を受け

た者について、国税庁長官から通知された 13 桁の法人番号を記載すること。なお、個人の場

合など、法人番号の通知を受けていない場合には記載を要しないこと。 

（５）「05 建設業許可番号」欄、「06 適格組合証明」欄は、記載を要しないこと。 

（６）「09 商号又は名称」欄には、商業登記簿謄本に記載された名称を記載すること。 

 （７）「11 代表者氏名」欄について、ミドルネームを持つ申請者については、「姓」欄にラストネー

ム、「名」欄にファーストネーム及びミドルネームを記載すること。また、この方法によるこ

とができない場合には、全てを「姓」欄に記載すること。 

    なお、様式におけるその他の氏名欄についても同様に記載すること。 

（８）「12 本社（店）電話番号」欄及び「16 担当者電話番号」（必要があれば内線番号）欄における

市外局番、市内局番及び番号については、（  ）を用いずに、数字のみを記載すること。 

（９）「13 担当者」欄から「17 担当者メ－ルアドレス」欄については、本申請書を作成し、七飯町

からの種々の連絡に対応できる方の氏名・連絡先等を記入すること。 

（10）「18 代理申請時使用欄」は、行政書士が代理申請する場合に使用すること。 

なお、申請者の従業員が代表者に代わって申請書を提出する場合は本欄への記載は不要である

こと。 

（11）「19 外資状況」欄については、記載を要しないこと。 

（12）「20 営業年数」欄には、登録を希望する業種に係る事業の開始日（複数の業種を希望する場合

は最も早い開始日）から基準日までの期間（１年未満切り捨て）を記載すること。ただし、こ

の間に当該事業を中断した期間がある場合には、これを除いた期間（１年未満切り捨て）を記

載すること。 

（13）「21 常勤職員の人数（人）」欄について、「① 技術職員」及び「② 事務職員」の各欄には、基

準日の前日において常時雇用している従業員のうち、専ら登録を希望する業種に従事している

職員の数を記入し、「③ その他の職員」欄には、それ以外の職員数で法人にあっては常勤役員

の数を含めたものを、個人にあっては事業主を含めたものをそれぞれ記載すること。また、「④ 

計」欄に①～③の合計人数を記入し、「⑤ 役職員等」欄に常勤役員又は事業主の数を内数で記

載すること。 

（14）「22 設立年月日（和暦）」については、登記事項証明書記載の設立年月日を記載すること。 

なお、個人の場合には記載を要しないこと。 

（15）「23 みなし大企業」欄については、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項

第１号に規定する中小企業のうち、発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上を同一の大

企業が所有している中小企業、発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上を大企業が所有

している中小企業、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占め

ている中小企業のいずれかに該当する中小企業（みなし大企業）は、「下記のいずれかに該当

する」欄に「○」を記載し、上記に該当しない場合は「該当しない」欄に「○」を記載するこ

と。 

９ 様式４－１ 競争参加資格希望営業品目表・経営状況調査表の作成方法 

(１)様式４－１（競争参加資格希望営業品目表）の「24及び 25 希望する資格の種類等」については、

次により記載すること。 

   ①希望する資格の種類を選択（複数選択可）し、それぞれ「資格の種類」の右の欄に「○」を記

載すること。 

②「営業品目」欄については、選択した資格の種類ごとに、別表１（１１頁）の「業種別分類表」

の営業品目に対応した競争参加資格希望営業品目を選択し、各「コード」の左の欄に「○」を

記載すること。 

③「○」を記載した「営業品目」については、「希望営業品目詳細表」に具体的な取扱品目を記

入すること。 

(２)様式４－１（経営状況調査表）については、次により記載すること。 
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※最近１年間の収支決算の損益計算書を提出する場合には、「経営状況調査表」の提出を省略

することができる。 

   ①「26 製造・販売等実績」については、「直前々年度分決算」及び「直前年度分決算」の「 年 

月から 年 月まで」と記載された欄に、該当する決算期の年月を記載すること。 

     「直前々年度分決算」欄に審査基準日直前１年度分決算の前の決算による実績高を、「直前

年度分決算」欄に審査基準日直前の決算による実績高を、及び「前２ヶ年間の平均実績高」欄

には両決算に基づき算定した前２ヶ年間の平均実績高を、それぞれ登録を希望する業種ごとに

記載すること（百円単位は四捨五入）。登録を希望する業種以外の業種に係る実績高がある場

合には、これを「合計」欄の上欄に「その他」として一括計上したうえで、これを含めた合計

額を「合計」欄に記載すること。 

     決算が１事業年度１回の場合には、「直前々年度分決算」及び「直前年度分決算」の各欄は、

当該左右欄のうち右欄のみに記載すること。 

個人企業から会社組織に移行した場合、他の企業を吸収した場合等にあっては、移行前の企

業体、吸収前の企業体等の実績（ただし、申請者が行っている事業に係るものに限る。）を含

めた実績を記載すること。 

なお、本欄の記載に当たっては、登録を希望する営業品目ごとに記載する必要はないこと。

また、建設工事、測量の実績を含めないこと。この他に、他の資格を有しており、当該実績 

高を計上している場合は、その実績についても含めないこと。 

   ②「27 自己資本額」欄は、次により記載すること。 

ア「① 株主資本」欄について法人の場合には、払込済資本金に新株式申込証拠金、資本剰余

金、利益剰余金、自己株式申込証拠金を加え自己株式を減じた額（百円単位は四捨五入）を

記載すること（有限会社である場合においては、出資払込金、出資申込証拠金の額）。外資

系企業の場合には、「① 株主資本」欄の下段（ ）内に外国資本の額を内数で記載すること。 

組合の場合は組合の基本財産と組合員の払込資本金に利益剰余金を加えた額の合計額を記

載すること。 

イ「① 株主資本」欄について個人（所得税青色申告決算書により確定申告を行う者）の場合

には、確定申告控えにある貸借対照表から、（事業主借＋元入金＋青色申告特別控除前の所

得金額）－事業主で算出した金額を個人事業者における「株主資本」とすること。その他、

評価・換算差額等、新株予約権という概念が個人事業者の財務諸表にないため、「④ 計」欄

には同じ金額が入ること。 

なお、個人（所得税の確定申告書Ｂにより確定申告を行う者）の場合は、確定申告書から

確認できないため、自己資本額は「0」での申請となること。 

ウ「② 評価・換算差額等」欄には、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評

価差額金があった場合には、その合計の額を記載すること。 

エ「③ 新株予約権」欄には、新株予約権があった場合にはその額を記載すること。 

   ③「28 経営状況（流動比率）」欄の「① 流動資産」及び「② 流動負債」の各欄は、直前１年度

分決算によって記載すること（百円単位は四捨五入）。 

｢③ 流動比率」欄は、それぞれ小数点以下第二位の数値を四捨五入して小数点以下第一位まで

の数値を記載すること。 

  ④「29 設備の額」欄は、様式４－１①（物品製造等）の「24 希望する資格の種類等」において、

「物品の製造」を選択した場合のみ記載すること。具体的には、貸借対照表の「有形固定資産」

（減価償却後の額）より、「① 機械装置類」は、機械装置の金額、「② 運搬具類」は、車両運

搬具の金額、「③ 工具その他」は、構築物、工具器具及び備品、建設仮勘定、リース資産の金

額（土地、建物（その付帯設備を含む）は含まないこと）を記載すること。 

    ※設備にリース資産を計上する場合、貸借対照表にはリース資産として一括した金額しか記載

されないため、リース資産を計上する場合には、任意に作成している減価償却に関する明細

書や、設備とリース残高が分かる資料を添付すること（なお、貸借対照表に計上されていな

い資産は、別途明細があってもその金額は計上できない。）。 

   ⑤「30 主たる事業の種類」欄については、申請者の主たる事業の種類に該当する区分を１つ選

択し、「○」を記載すること。 

主たる事業の種類 内容 

1.物品の製造 
a.ゴム製品 

「日本標準産業分類」の大分類Ｅ－製造業の中分類19（ゴム製品

製造業）をいう。 



 - 5 - 

b.その他 
「日本標準産業分類」の大分類Ｅの上記「a.ゴム製品」製造業以

外の製造業をいう。 

主たる事業の種類 内容 

2.物品の販売 c.卸売 「日本標準産業分類」の大分類Ｉの中分類50から55までをいう。 

d.小売 
「日本標準産業分類」の大分類Ｉの中分類56から61及び大分類Ｍ

の中分類76（飲食店）及び77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

をいう。 

3.役務の提供等 e.ソフトウェア業 

又は情報処理 

サービス業 

「日本標準産業分類」の大分類Ｇ－情報通信業の中分類39（情報

サービス業）をいう。 

f.旅館業 
「日本標準産業分類」の大分類Ｍ－宿泊業、飲食サービス業の中

分類75（宿泊業）をいう。 

g.サービス業 

「日本標準産業分類」の大分類Ｇ（情報通信業）の中分類38（放

送業）及び小分類411（映像情報制作・配給業）、412（音声情

報制作業）、415（広告制作業）及び416（映像・サービス業音

声・文字情報制作に附帯するサービス業）、大分類Ｋ（不動産

業、物品賃貸業）の小分類693（駐車場業）及び中分類70（物品

賃貸業）、大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業）、大

分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業）。ただし、小分類791

（旅行業）を除く、大分類Ｏ（教育、学習支援業）、大分類Ｐ（医

療、福祉）、大分類Ｑ（複合サービス事業）、大分類Ｒ（サー

ビス業（他に分類されないもの））をいう。 

h.その他 

上記「a．ゴム製品」「b．その他」「c．卸売」「d．小売」 

「e．ソフトウェア業又は情報処理サービス業」「f．旅館業」「g．

サービス業」を含まない全ての業種をいう。 

※業者分類は、中小企業庁発行の「官公需契約の手引き」に基づくもの。 

⑥「31 営業年数の詳細」の「④営業年数」欄の年数は、共通様式の｢20 営業年数」欄の年数と

一致させること。 

 

１０ 様式４－２ 営業所・申請代理人一覧表の作成方法 

(１)この表は、七飯町の入札に参加するにあたって、本社（本店）から受任する支店等営業所・申請

代理人の状況について、記載すること。 

（２）本表を提出する場合、別途「委任状」を添付すること。 
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１１ 提出書類等 

  競争入札参加資格審査申請には、次の書類を添えて提出してください。 

 区          分 法人 個人 中小企業等 
協同・協業組合 

１ 
競争入札参加資格審査申請書 

（総務省標準様式 様式１、様式４－１①②、様式４－２※） 
※支店、営業所等に委任する場合のみ提出 

 すべての申請者 

 

２ 使用印鑑届〔PDFファイルでの提出可※色刷りはカラーとする〕 

３ 誓  約  書〔PDFファイルでの提出可※色刷りはカラーとする〕 

４ 

納 税 証 明 書〔写可〕   ※７頁参照 

(1) 完納証明書【町税分】 

町税務課が発行する、申請日前３ケ月以内に発行されたもの 

(2) 納税証明書【都道府県税分】  

都道府県（税事務所等）が発行する、申請日前３ケ月以内に発行されたもの 

(3) 納税証明書【国税分】 

税務署が発行する、申請日前３ケ月以内に発行されたもの 

５ 希望営業品目詳細表 

６ 

損益計算書等   （最近１年間の収支決算） 

・財務諸表類については、申請者が自ら作成している当該申請書を提出する

日までに確定した最も新しい営業年度の決算（１年間分）に係るもの 

・「法人」にあっては、貸借対照表、損益計算書及び利益金処分（損失処理）

計算書を提出 

・「個人」にあっては、令和５年分として申告した（予定）の確定申告書の写

し（収支内訳書含）を提出 

 ○ 

７ 
商業登記簿謄本〔写可〕 ※「登記事項証明書」での対応可  

・申請日前３ヶ月以内に発行されたもの 
○  ○ 

８ 

身 分 証 明 書〔写可〕 （市区町村長の発行するもの） 

・代表者が成年被後見人及び被補佐人、被補助人（ただし、契約のために必

要な同意を得ている者を除く）並びに破産者で復権を得ない者に該当しな

いことの証明書 

・申請日前３ケ月以内に発行されたもの 

 ○  

９ 

営 業 証 明 書〔写可〕 （市区町村長の発行するもの） 

・申請日前３ケ月以内に発行されたもの 
 

営業証明書が発行されない場合は、希望する業種の営業を証する書類 

（業種の取扱いを証する契約書、請書、請求書（控）、納品書（控）等) 

 ○  

10 

従 業 員 名 簿    ※別記様式１ 

・個人は、代表者及び家族従業員を含めて（１ヶ月以上の雇用を含む）記入 

・中小企業等協同組合、協業組合にあっては、組合の従業員名簿を提出 

 ○ ○ 

11 
委 任 状  支店、営業所等に委任する場合のみ提出 

～注意事項～      〔ＰＤＦファイルでの提出可〕 

・申請人（委任者）と代理申請人（受任者）が同一の委任はできません 

○ ○ ○ 

12 

七飯町への法人町民税申告書（20号様式）〔写〕（直近提出のもの） 

・七飯町内の支店等の代表者を代理申請人とする場合にのみ提出 ○   
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 区          分 法人 個人 中小企業等 
協同・協業組合 

13 

許認可等に関する証書〔写〕 

・別表１業種別分類表中の説明（営業に関する許認可等）の欄中において 

【 】書きで示した許可、免許、登録等を要する場合に提出 

○ ○ ○ 

14 

機械器具設備状況  ※別記様式２ 

・別表１業種別分類表、印刷部門の中分類（５０～５４）に該当する場合、

機械器具設備状況を提出してください。 

○ ○ ○ 

15 
中小企業等協同組合、協業組合の定款及び協同組合等の概要 

官公需適格組合証明書〔写〕 
  ○ 

注１ ○印は申請者の区分により添付する書類です。該当しない項目の書類は、提出又は提示の必要がありません。 

注２ 中小企業等協同組合、協業組合にあっては、添付書類のほかに組合の賃金台帳を提示してください。 

１２ その他注意事項 

(１)七飯町内の支店等が代理申請人となる場合は、商業登記簿謄本上で支店等が七飯町内に登記さ 

れているか、七飯町への法人税申告書の写しの提出が必要となります。 

(２)受付に係る受理票等はお渡ししておりません。受理票を希望される方は競争入札参加資格審査申 

請書の写しをお持ちいただくか、独自様式で受理票を作成していただければ、受付印を押印いたし 

ます。郵送の場合は返信用封筒等を同封してください。 

(３)申請書等を提出する際はフラットファイルに綴じる必要はありません。 

●町税及び都道府県税、国税に関する納税証明書について 

   

   ①完納証明書 
・完納証明書の請求窓口は、町税務課です。証明（請求）用紙は税務課窓口にありますが七飯

町のホームページ（http://www.town.nanae.hokkaido.jp/）からダウンロードすることも可
能です。 

    ・証明が必要な税目は、すべての町税です。 
    ・添付していただく完納証明書は申請日前３ケ月以内に発行されたものに限ります。 
    ・手数料は３００円必要となります。 
    ※完納証明書請求の際には、七飯町に対する債務（使用料・手数料等）の滞納の有無について

も確認してください。 

   ②道税に滞納がないことの証明書（納税証明書） 
・納税証明書の請求窓口は、道税事務所、各総合振興局・振興局（税務課・納税課）です。交
付請求書は、納税証明書の請求窓口にあります。また北海道総務部財政局税務課のホームペ
ージ（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/download/index.htm）からダウンロード
することも可能です。 

    ・証明が必要な税目は、すべての道税（市町村が賦課徴収する個人道民税を除く。）です。 
    ・添付していただく納税証明書は申請日前３ケ月以内に発行されたものに限ります。 
    ・手数料は４００円相当分の北海道収入証紙です。（収入印紙ではありません。） 

   ③消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書（納税証明書） 
    ・納税証明書の請求窓口は、所管する各税務署です。交付請求書は、納税証明書の請求窓口に

あります。 
また国税庁のホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm）
からダウンロードすることも可能です。 

    ・証明が必要な税目は、消費税及び地方消費税です。（納税証明書「その３、その３の２（個
人用）、その３の３（法人用）」のいずれかの書類を添付すること） 

    ・添付していただく納税証明書は申請日前３ケ月以内に発行されたものに限ります。 
    ・手数料は４００円相当分の収入印紙です。（北海道収入証紙ではありません。） 

(1) 七飯町内に本店又は支店、営業所等を有する法人及び個人の方       【３種類】 
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   ①本店又は支店、営業所等の「道税に滞納がないことの証明書」（納税証明書） 

    上記(1)②の取扱いと同様です。 
   ②消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書（納税証明書） 
    上記(1)③の取扱いと同様です。 
 
 
   

   ①北海道に納税義務がない方（本店が道外で道内に支店等がない場合）は、本店が所在する都府
県の事業税（法人等）に滞納がないことが確認できる納税証明書を添付してください。 

   ②消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書（納税証明書） 

    上記(1)③の取扱いと同様です。 

●納税証明書添付区分早見表 

 町の 
完納証明書 

道の 
納税証明書 

都府県の 
納税証明書 

税務署の 
納税証明書 

(1) 
町内に本店、支店、営業所等を有する法人・個人
の方（申請者） 

○ ○  ○ 

(2) 

北海道内に本店を有する法人・個人の方（申請者）  ○ 
本店分 

 

 
○ 

北海道内に本店を有さない法人・個人の方で、 
北海道内に支店、営業所等を有する方（申請者）  

○ 
支店、営業所等

分 

 

 
○ 

(3) 
北海道内に本店、支店、営業所等を有さない 
法人・個人の方（申請者）  

 

 
○ 

本店分 
○ 

  ※上記(2)(3)に該当する場合、七飯町以外の所在市区町村の納税証明書は提出不要 
 

 

１３ 資格要件の特例（協同組合等の取扱い） 

中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）の規定に基づき設立された中小企業等協同組

合（以下「中小企業等協同組合」という。）及び中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律

第１８５号）の規定に基づき設立された協業組合（以下「協業組合」という。）については、入札参

加資格審査のうち、次のことについて取扱いが異なります。 

（１）資格要件 

当該中小企業等協同組合又は協業組合が、次のいずれかに該当するときは、資格要件のうち、営

業年数にかかる資格要件は適用されません。 

  ① 経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合の証明を有するとき。 

② 設立の際に競争入札参加資格者である者が構成員の過半数を占めているとき。 

（２）申請受付時期 

資格審査申請書は、４の申請受付期間のほか、次のいずれかに該当したときに提出することがで

きます。 

① 中小企業等協同組合又は協業組合が、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合の証明

を受けたとき。 

② 設立の際の構成員の過半数が競争入札参加資格者である中小企業等協同組合又は協業組合が

設立されたとき。 

 

第２ 変更届等の取扱い 

１ 資格の有効期間内に次の事項に変更があったときは、別添の「競争入札参加資格変更再審査申請書」

又は「競争入札参加資格関係事項変更届」を速やかに、財政課財政係に提出してください。 

  なお、これらの様式は、この申請の手引に添付しているほか、財政課財政係の窓口及び七飯町のホ

ームページからダウンロードすることも可能です。 

(2) 町外（北海道内）に本店又は支店、営業所等を有する法人及び個人の方   【２種類】 

(3) 北海道内に本店又は支店、営業所等を有さない法人及び個人の方      【２種類】 
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（１）競争入札参加資格変更再審査申請書〔別記様式３〕を提出する場合 

  ① 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転した場合 

  ② 中小企業等協同組合又は協業組合がその構成員を変更した場合 

（２）競争入札参加資格関係事項変更届〔別記様式４〕を提出する場合 

   商号又は名称、代表者、住所、電話番号、使用印鑑、受任者等を変更した場合 

 

２ 前項の競争入札参加資格変更再審査申請書又は競争入札参加資格関係事項変更届には、次の書類を

添付してください。 

変 更 事 項 再審査 変更届 申請書又は変更届の主な添付書類 

１ 相 続 ○  ① 相続を証する書面（戸籍謄本、分割協議書等）   写 
② 相続した者に係る市区町村長発行の身分証明書  可 

２ 合 併 ○  (1) 合併された企業が法人の場合 
① 合併契約書〔写〕、公正取引委員会の届出受理書〔写〕 
② 解散登記に係る商業登記簿謄本〔写可〕 
   （解散登記未了の場合は、合併に係る総会議事録の写） 

（登記事項証明書での対応可）   

③ 存続又は新たな法人に係る資格審査申請書及び添付書
類 

(2) 合併された企業が個人の場合 
① 合併を証する書面〔写可〕 
② 存続又は新たな法人に係る資格審査申請書及び添付

書類 

３ 事業(営業)譲渡 ○  (1) 譲受人が法人の場合 

① 譲渡契約書〔写〕、公正取引委員会の届出受理書〔写〕 

② 商業登記簿謄本〔写可〕 
（譲渡に関し、登記の必要なもの）            

（登記事項証明書での対応可） 

(2) 譲受人が個人の場合 

   譲渡契約書〔写〕 

(3) 譲受人が非資格者の場合 

 ① 譲渡契約書〔写〕、公正取引委員会の届出受理書〔写〕 

 ② 譲受人に係る資格審査申請書及び添付書類 

４ 会 社 分 割 ○  (1) 承継した者が資格者の場合 

① 新設分割計画書(分割計画書)又は吸収分割計画書(分割

計画書)〔写〕、公正取引委員会の届出受理書〔写〕 

② 商業登記簿謄本〔写可〕 
（譲渡に関し、登記の必要なもの）            

（登記事項証明書での対応可） 

(2) 譲受人が個人の場合 

   譲渡契約書〔写〕 

５ 協同組合等の構成

員の変更 

○  (1) 組合員が逸脱した場合 

    脱退を証する書面 

(2) 新規に加入した組合員がある場合 

    加入を証する書面 

６ 商号又は名称  ○ (1) 法人の場合 

   商業登記簿謄本〔写可〕 
   （登記事項証明書での対応可） 

(2) 個人の場合   

変更を証する書面   

７ 法人の代表者 
 

○ ① 商業登記簿謄本〔写可〕（登記事項証明書での対応可） 

② 誓約書          
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変 更 事 項  再審査 変更届 申請書又は変更届の主な添付書類 

８ 住所（本店）  ○ (1) 法人の場合 

   商業登記簿謄本〔写可〕 
   （登記事項証明書での対応可） 

(2) 個人の場合   

① 住民票〔写可〕 

 ② 営業証明書等〔写可〕 

 ９

  

組 織  ○ 商業登記簿謄本〔写可〕                 
（登記事項証明書での対応可）                     
その他町長が必要と認める書類 

10 電 話 番 号  ○ 申請した七飯町との指定連絡先（本店及び支店、営業所等）が

変更された場合に限る 

※ その他必要に応じ、関係書類（誓約書、使用印鑑届、委任状 等） 

 

 

お問い合わせ先    七飯町役場 財政課 財政係 

              ☎ ０１３８－８３－１５１５ 

個人→(有)→(株)など 
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別表１       業  種  別  分  類  表 

※ 「説明欄」の【 】で示した許可、免許、登録等を有する場合、証書の写しを提出願います。

大分類 中   分   類 説  明 （営業に関する許認可等） 

１ 

産

業

部

門 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

土 木 建 設 機 械 器 具 

農 林 業 用 機 械 器 具 

設 備 用 機 器 及 び 資 材 

電 気 ・ 通 信 機 器 及 び 資 材 

工 作 機 械 器 具 

農 林 業 用 種 苗 薬 品 資 材 類 

機 械 修 繕 

工 業 薬 品 ・ 火 薬 類 

建 材 類 

原 材 料 類 

水 道 用 資 材 

そ の 他 

特殊車両を含む。 

特殊車両を含む。 

空調設備等 

家庭用電気製品「ワープロ、パソコンファクシミリ等」、照明器具、電線等 

 

庭石、芝、種苗、飼料等【肥料・農薬届出、動物医、薬品許可、毒劇物登録、覚せい剤指定】 

 

高圧ガス類【毒劇物登録】、【火薬類許可】 

畳・建具・表具・塗料・ブロック類・ヒューム管等 

原木材・鉄鋼材・セメント・ガラス類等、【採石業・砂利採取業登録】 

上・下水道用資材類 

組立ハウス、ワイヤー、コンテナ、燃焼炉等 

２ 

衛
生
部
門 

20 

21 

22 

23 

医 療 機 器 

医 療 用 品 類 

医 薬 品 

そ の 他 一 般 薬 品 資 材 類 

【医療用具販売業届出】 

【医療用具販売業届出】 

【医薬品許可、麻薬免許、毒劇物登録、覚せい剤指定】 

許可、届出等の要しないもの「医療用ベッド、車椅子等」 

３ 

教

育

研

究

部

門 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

教 材 用 各 種 用 品 

理 化 学 機 器 及 び 資 材 

計 測 機 器 類 

図 書 及 び 定 期 刊 行 物 

運 動 具 

動 物 

そ の 他 

視聴覚機器、楽器、模型、ミシン、標本等 

光学機器、実験機器、分析機器等 

計量用計器、音響測定機器等【計量器販売業届出】 

書籍、雑誌、追録、地図類の販売 

体育機器、スポーツ用品、野球用品、レジャー用品等 

モルモット、鳥・魚・虫類等【家畜商免許】 

教材用ＣＤ、美術工芸品、額縁、フィルム等 

４ 

事

務

部

門 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

事 務 用 機 器 

家 具 ・ 調 度 品 

文 具 ・ 用 紙 類 

印 章 

写 真 類 

そ の 他 

計算機、電算機、複写機、事務用電気製品「ワープロ、パソコン、ファクシミリ等」等 

木製・鋼製家具、黒板、カーテン、ジュータン等 

文房具、既製印、和・洋紙、加工紙等 

作成印等 

カメラ、写真用品、ＤＰＥ等 

 

５ 

印

刷

部

門 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

フ ォ ー ム 印 刷 

凸 版 印 刷 

凹 版 印 刷 

平 版 印 刷 

孔 版 印 刷 

複 写 類 

製 本 

印 刷 機 器 及 び 資 材 

そ の 他 

 

シール印刷、ステッカー印刷を含む。 

 

スクリーン印刷、地図類の印刷を含む。 

タイプオフセットを含む。 

青写真、マイクロ写真類等 

 

事務用を除く 

デザイン文字組版等 

６ 

車
輌
部
門 

60 

61 

62 

63 

自 動 車 

自 転 車 ・ そ の 他 車 類 

車 両 用 品 

車 両 修 繕 

バス、バイクを含む。特殊車輌を除く。 

 

車両部品を含む。 

【工場認証・認定・指定】 

７ 

油部 

脂  

燃  

料門 

70 

71 

72 

73 

車 両 燃 料 

暖 房 燃 料 

油 脂 類 

染 料 

船舶用を含む。【石油製品届出・揮発油登録】 

ＬＰガス含む。【石油製品届出、ガス登録】 

 

 

８ 

繊部 

維  

皮  

革門 

80 

81 

82 

83 

被 服 類 

寝 具 類 

靴 鞄 類 

一 般 繊 維 皮 革 類 

軍手・ゴム製品を含む。 

 

 

洋品、服地、衣料、テント、毛皮、シート等 

９ 

そ

の

他

の

部

門 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

保 安 消 防 器 材 

記 章 ・ プ レ ー ト ・ 旗 類 

広 告 物 及 び 看 板 類 

時 計 ・ 貴 金 属 類 

食 料 品 類 

金 物 ・ 陶 磁 器 類 

日 用 雑 貨 

洗 濯 

そ     の     他 

標識類、交通安全施設、避難設備、消防用品、防災用品、災害用食糧等 

トロフィー・楯、のぼり、ワッペン、暗幕、腕章、バッジ等 

パネル、けんすい幕、広告用品等 

 

茶類を含む。【食品販売業登録、食品衛生営業許可、米穀卸小売業登録】 

厨具・暖房器具・ガラス製品、大工道具を含む。 

ワックス類、洗剤類、袋類、食器、トイレットペーパー、日用雑貨類 

 

仏具、ビニール加工製品等、他の分類に入らないもの 

10 

特
殊
部
門 

100 

101 

102 

103 

百 貨 (デパート、総合商社) 

不 用 品 回 収 

役 務 等 

業 務 委 託 

【大規模店舗届出】 

金属類、紙類回収等 

賃貸、修理（専業）、運送、その他の役務等 

清掃、電気・ボイラー、電話交換、警備、消防設備等、その他の業務等 



 - 12 - 

別表２         営 業 許 可 等 一 覧 
 

略 称 許 可 等 内 容 

 【物品の購入等】 

採 石 採石業者登録 

砂 利 砂利採取業者登録 

火 薬 火薬類販売営業許可 

肥 料 肥料販売業務開始届 

農 薬 農薬販売業届 

ガ ス 液化石油ガス販売事業登録 

毒劇物 毒劇物販売業登録 

医 療 医療用具販売業届 

医 薬 薬局開設許可・医薬品販売業許可 

麻薬等 麻薬卸（小）売業者免許・覚せい剤原料取扱者指定 

動物薬 動物医薬品販売業許可 

計 量 特定計量器販売等事業届 

家 畜 家畜商免許 

指 定 指定自動車整備事業指定 

認 定 優良自動車整備事業者認定 

認 証 自動車分解整備事業認証 

揮発油 揮発油販売業者登録 

石 油 石油製品販売業開始届 

食 品 食品販売業登録・食品衛生法営業許可 

米 穀 卸売業・小売業登録 

  

 【物品の賃貸借】 

運 輸 運輸局許可（自動車有償貸渡し） 

  

 


